大田区福祉事業所・従事者向けカスタマーハラスメント相談窓口業務委託
提案書
１　運営取組及び教育・研修
（１）運営取組
ア　受託業務運営の基本的な考え方、統括責任者の役割・能力、区との連絡調整、福祉的支援との柔軟な連携体制など、どのような管理体制で事業を運営するのか記載してください。
	


イ　受託業務の実施にあたり、それぞれの相談員はどのような経験、スキル、資格を有するのか、また、人員の配置について記載してください。
	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）
（２）教育・研修
ア　上記に述べる従事者に対して、どのような教育・研修をするのか、その実施体制を含めて記載してください。

	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）
２　個人情報保護について
（１）該当するものの□欄にチェックをしてください。

ア　個人情報保護に関する社内規程の有無

□　有　　　□　無

「有」の場合は、その規程を添付してください。

　

（２）受託業務における個人情報の保護についての考え方や、管理体制、従事者に対しての教育方法について記載してください。

	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）

３　危機管理体制について

（１） 職員の突発的な欠勤や退職が生じた場合の対応について記載してください。

	


（２） 受託事業運営中に生じたトラブルに対する基本的な考え方及び予防策について記載してください。

	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）

４　カスハラ相談対応について
　（１）福祉現場におけるカスハラの特徴の理解
　　　　これまでの実績や知識経験等から福祉現場におけるカスハラにはどのような特徴があり、どのような支援や対策が必要だと考えますか？
	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）
（２）窓口利用の促進
　　　福祉の現場では、利用者やご家族との関係から、カスハラの発生に気づきづらい面があることから、早期にカスハラ相談窓口の利用につなげるための意識の醸成等が必要です。当該窓口の利用の促進のためにどのような対策が考えていますか？
	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）
（３）区内福祉事業者のカスハラ対応力の向上
　　　　労働施策総合推進法改正により、カスハラ対応に向けた事業者の責務がより一層必要となります。区内福祉事業者のカスハラ対応力の向上のために、どのような支援・助言等ができますか？

	


※それぞれの記載枠は記載内容の量により、適宜拡大してください。（複数枚可）
様式４








